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    平成１８年田村市議 会３月定例会会議録                                                                

                                                        （第１号） 

 

○会 議 月 日    平成１８年２月１６日（木曜日） 

 

○出 席 議 員（６７名） 

  議 長  三 瓶 利 野 

   １番  七 海   博 議 員     ２番  木 村 高 雄 議 員 

   ３番  箭 内 幸 一 議 員     ４番  佐 藤 貴 夫 議 員 

   ５番  渡 邉   勝 議 員     ６番  吉 田 一 郎 議 員 

   ７番  佐 藤   喬 議 員     ８番  佐 藤 義 博 議 員 

   ９番  佐 藤   忠 議 員    １０番  先 崎 温 容 議 員 

  １１番  永 山   弘 議 員    １２番  吉 田 紳太郎 議 員 

  １３番  遠 藤 文 雄 議 員    １４番  石 井 市 郎 議 員 

  １５番  新 田 耕 司 議 員    １６番  本 田 芳 一 議 員 

  １７番  秋 元 正 登 議 員    １８番  根 本   浩 議 員 

  １９番  橋 本 紀 一 議 員    ２１番  新 田 秋 次 議 員 

  ２２番  石 井 俊 一 議 員    ２３番  橋 本 善 正 議 員 

  ２４番  松 本 道 男 議 員    ２５番  吉 田 文 夫 議 員 

  ２７番  小 林 清 八 議 員    ２８番  村 上 好 治 議 員 

  ２９番  猪 瀬   明 議 員    ３０番  宗 像 清 二 議 員 

  ３１番  渡 辺 ミヨ子 議 員    ３２番  松 本 敏 郎 議 員 

  ３３番  小 林 寅 賢 議 員    ３４番  松 本 熊 吉 議 員 

  ３５番  宗 像 宗 吉 議 員    ３６番  本 田 仁 一 議 員 

  ３７番  浦 山 行 男 議 員    ３８番  白 岩   行 議 員 

  ３９番  横 井 孝 嗣 議 員    ４０番  白 岩 吉 治 議 員 

  ４１番  石 井 喜 壽 議 員    ４２番  本 田 正 一 議 員 

  ４３番  吉 田   忠 議 員    ４４番  白 石 治 平 議 員 

  ４５番  渡 邊 鐵 藏 議 員    ４６番  早 川 栄 二 議 員 
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  ４８番  箭 内 仁 一 議 員    ４９番  村 越 崇 行 議 員 

  ５０番  長谷川 元 行 議 員    ５１番  橋 本 文 雄 議 員 

  ５２番  石 井 忠 治 議 員    ５３番  安 藤   勝 議 員 

  ５４番  半 谷 理 孝 議 員    ５５番  吉 田   豊 議 員 

  ５６番  佐久間 金 洋 議 員    ５７番  照 山 成 信 議 員 

  ５８番  佐 藤 孝 義 議 員    ５９番  松 本 哲 雄 議 員 

  ６０番  大和田 一 夫 議 員    ６１番  渡 邉 文太郎 議 員 

  ６２番  安 藤 嘉 一 議 員    ６３番  佐 藤 弥太郎 議 員 

  ６４番  面 川 俊 和 議 員    ６５番  松 崎   功 議 員 

  ６６番  宗 像 公 一 議 員    ６７番  柳 沼   博 議 員 

  ６８番  橋 本 吉ム村 議 員    ６９番  菅 野 善 一 議 員 

 

○欠 席 議 員 （２名） 

   ２６番  渡 辺 勇 三 議 員    ４７番  吉 田 正 直 議 員 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

市 長                 冨 塚 宥 暻    助 役                  鹿 俣   潔 

収 入 役                 村 上 正  夫        総 務 部 長                 相 良 昭 一 

                     生活福祉部長                

企画調整部長                 郡 司 健 一    兼福祉事務所長   秋  元  正  信 

産業建設部長                 塚  原     正    滝根行政局長                 青  木 邦  友 

大越行政局長                   吉  田  良 一    都路行政局長                 新 田   正 

常葉行政局長                 白 石 幸 男    船引行政局長                 佐 藤 輝 男 

総務部総務課長   佐 藤 健 吉    総務部財政課長   助 川 弘 道 

                     企 画 調 整 部               

総務部税務課長   吉 田 拓 夫    企画調整課長                 橋 本 隆 憲 

企 画 調 整 部                            生 活 福 祉 部               

観光交流課長                 白 石 忠 臣    生活環境課長                 渡 辺 貞 一 

生 活 福 祉 部                            生 活 福 祉 部               

保 健 課 長                 加 藤 与 市    福 祉 課 長                 本 多   正 

産 業 建 設 部                            産 業 建 設 部               

参事兼建設課長   宗 像 正 嗣    下 水 道 課 長                 渡 辺 行 雄 
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産 業 建 設 部               

産業課長補佐                 吉 田 英 一    出 納 室 長                 宗 像 トク子 

教 育 委 員 長                 白 岩 正 信    教 育 長                 大 橋 重 信 

教育次長兼教育総務課長          教育委員会事務局 

事 務 取 扱                 宗 像 泰 司    学校教育課長                 佐久間 光 春 

教育委員会事務局参事           教育委員会事務局 

兼生涯学習課長   堀 越 則 夫    教育総務課長補佐  遠 藤   卓 

選挙管理委員会 

事 務 局 長                 佐 藤 健 吉    代表監査委員                 武 田 義 夫 

監査委員事務局長  白 石 喜 一    農業委員会会長   宗 像 紀 人 

農 業 委 員 会                            農 業 委 員 会               

事 務 局 長                 塚 原   正    事務局総務課長   根 本 德 位 

水道事業所長                 助 川 俊 光 

 

○事務局出席職員職氏名 

事 務 局 長                 白 石 喜 一    総 務 課 長                 渡 辺 新 一 

主 任 主 査                 石 井 孝 行    主 任 主 査                 斎 藤 忠 一 

主 事                 渡 辺   誠    主 事                 大 越 貴 子 

 

○議 事 日 程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 会期の決定 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 陳情の取り下げについて 

  日程第 ５ 議案第 １号 田村市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

               の制定について 

  日程第 ６ 議案第 ２号 田村市国民保護協議会条例の制定について 

  日程第 ７ 議案第 ３号 田村市自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例 

               の制定について 

  日程第 ８ 議案第 ４号 田村市放課後児童健全育成条例の制定について 

  日程第 ９ 議案第 ５号 田村市幼児預かり保育条例の制定について 

  日程第１０ 議案第 ６号 田村市子育て支援奨励金支給条例の制定について 
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  日程第１１ 議案第 ７号 田村市保育所条例の一部を改正する条例について 

  日程第１２ 議案第 ８号 田村市特別保育所条例の一部を改正する条例について 

  日程第１３ 議案第 ９号 田村市立幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正す 

               る条例について 

  日程第１４ 議案第１０号 田村市常葉児童生活センター条例の一部を改正する条例 

               について 

  日程第１５ 議案第１１号 田村市常葉児童生活センター幼稚園児預かり保育条例を 

               廃止する条例について 

  日程第１６ 議案第１２号 田村市大越放課後幼児・児童健全育成事業費用の徴収に 

               関する条例を廃止する条例について 

  日程第１７ 議案第１３号 田村市常葉放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する 

               条例を廃止する条例について 

  日程第１８ 議案第１４号 田村市船引放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する 

               条例を廃止する条例について 

  日程第１９ 議案第１５号 田村市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を 

               改正する条例について 

  日程第２０ 議案第１６号 田村市表彰条例の一部を改正する条例について 

  日程第２１ 議案第１７号 田村市職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する 

               条例について 

  日程第２２ 議案第１８号 田村市の特別職の市内旅費に関する条例の一部を改正す 

               る条例について 

  日程第２３ 議案第１９号 田村市特別会計条例の一部を改正する条例について 

  日程第２４ 議案第２０号 田村市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について 

  日程第２５ 議案第２１号 田村市重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部 

               を改正する条例について 

  日程第２６ 議案第２２号 田村市公民館条例の一部を改正する条例について 

  日程第２７ 議案第２３号 田村市体育施設条例の一部を改正する条例について 

  日程第２８ 議案第２４号 田村市滝根総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

               について 

  日程第２９ 議案第２５号 田村市船引総合福祉センター条例の一部を改正する条例 
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               について 

  日程第３０ 議案第２６号 田村市高齢者生活福祉センター条例の一部を改正する条 

               例について 

  日程第３１ 議案第２７号 田村市老人福祉センター条例の一部を改正する条例につ 

               いて 

  日程第３２ 議案第２８号 田村市保健センター条例の一部を改正する条例について 

  日程第３３ 議案第２９号 田村市天地人館条例の一部を改正する条例について 

  日程第３４ 議案第３０号 田村市下水道条例の一部を改正する条例について 

  日程第３５ 議案第３１号 平成１７年度田村市一般会計補正予算（第６号）につい 

               て 

  日程第３６ 議案第３２号 平成１７年度田村市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

  日程第３７ 議案第３３号 平成１７年度田村市簡易水道事業特別会計補正予算（第 

               ４号）について 

  日程第３８ 議案第３４号 平成１７年度田村市滝根町観光事業特別会計補正予算                                                     

               （第３号）について 

  日程第３９ 議案第３５号 平成１７年度田村市都路町観光事業特別会計補正予算                                                     

               （第２号）について 

  日程第４０ 議案第３６号 平成１７年度田村市農業集落排水事業特別会計補正予算 

               （第３号）について 

  日程第４１ 議案第３７号 平成１７年度田村市公共下水道事業特別会計補正予算                                                     

               （第２号）について 

  日程第４２ 議案第３８号 平成１７年度田村市授産場事業特別会計補正予算（第３ 

               号）について 

  日程第４３ 議案第３９号 平成１７年度田村市総合福祉センター特別会計補正予                                                     

               算（第３号）について 

  日程第４４ 議案第４０号 平成１７年度田村市診療所事業特別会計補正予算（第３ 

               号）について 

  日程第４５ 議案第４１号 平成１７年度田村市歯科診療所事業特別会計補正予算                                                     

               （第４号）について 
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  日程第４６ 議案第４２号 平成１７年度田村市老人保健特別会計補正予算（第２号） 

               について 

  日程第４７ 議案第４３号 平成１７年度田村市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

               について 

  日程第４８ 議案第４４号 平成１７年度田村地方介護認定審査会特別会計補正予算 

               （第３号）について 

  日程第４９ 議案第４５号 平成１７年度田村市水道事業会計補正予算（第４号）に 

               ついて 

  日程第５０ 議案第４６号 平成１８年度田村市一般会計予算について 

  日程第５１ 議案第４７号 平成１８年度田村市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第５２ 議案第４８号 平成１８年度田村市老人保健特別会計予算について 

  日程第５３ 議案第４９号 平成１８年度田村市介護保険特別会計予算について 

  日程第５４ 議案第５０号 平成１８年度田村市簡易水道事業特別会計予算について 

  日程第５５ 議案第５１号 平成１８年度田村市滝根町観光事業特別会計予算につい 

               て 

  日程第５６ 議案第５２号 平成１８年度田村市農業集落排水事業特別会計予算につ 

               いて 

  日程第５７ 議案第５３号 平成１８年度田村市宅地造成事業特別会計予算について 

  日程第５８ 議案第５４号 平成１８年度田村市公共下水道事業特別会計予算につい 

               て 

  日程第５９ 議案第５５号 平成１８年度田村市授産場事業特別会計予算について 

  日程第６０ 議案第５６号 平成１８年度田村市診療所事業特別会計予算について 

  日程第６１ 議案第５７号 平成１８年度田村地方介護認定審査会特別会計予算につ 

               いて 

  日程第６２ 議案第５８号 平成１８年度田村市水道事業会計予算について 

  日程第６３ 議案第５９号 東辺地に係る総合整備計画の策定について 

  日程第６４ 議案第６０号 早稲川辺地に係る総合整備計画の策定について 

  日程第６５ 議案第６１号 古道辺地に係る総合整備計画の策定について 

  日程第６６ 議案第６２号 市道路線の廃止について 

  日程第６７ 議案第６３号 市道路線の認定について 
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  日程第６８ 議案第６４号 福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の増減につ 

               いて 

  日程第６９ 議案第６５号 福島県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程のとおり 

 

      午前１０時００分  開会 

○議長（三瓶利野）  皆さん、おはようございます。 

 会議規則第２条の規定による欠席の届出者は、26番渡辺勇三君、47番吉田正直君であり

ます。 

  公務により、選挙管理委員長鈴木季一君は本日欠席する旨の届け出がありましたので報

告いたします。 

 ただいまの出席議員数は67名であります。定足数に達しておりますので、ただいまより

平成18年田村市議会３月定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程（第１号）のとおりであります。 

 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三瓶利野）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第80条の規定により、会議録署名議員に８番佐藤義博君、60番大和田一夫君を

指名いたします。 

 

          日程第２  会期の決定 

○議長（三瓶利野）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期等については、議会運営委員会において協議をしておりますので、その

結果について議会運営委員長より報告を求めることにいたします。議会運営委員長安藤嘉

一君。安藤議会運営委員長。 

      （議会運営委員長 安藤嘉一登壇） 
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○議会運営委員長（安藤嘉一）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 去る２月14日、議会運営委員会を開催いたしましたので、議会運営委員会の協議の結果

について御報告申し上げます。 

  会期は２月16日から３月６日までの19日間といたします。 

  第１日は、本日は会議録署名議員の指名、会期の決定及び諸般の報告を行った後、陳情

の取り下げについて審議を行います。次に、議案第１号から第65号までを一括上程し、そ

れぞれ市長から提案理由の説明を求め、散会する予定であります。 

  第２日と第５日は、議案調査のため休会とし、第６日、第７日及び第８日の３日間は一

般質問を行います。一般質問は、19人で、通告の順序により第６日及び第７日、それぞれ

７人、第８日は５人が行います。第９日は、議案第１号から議案第65号に対する質疑を終

えた後、追加予定の議案第66号及び議案第67号を一括上程し、市長から提案理由の説明を

求め、それぞれ質疑を行います。その後、議案の常任委員会付託を行い散会する予定であ

ります。第12日から第14日までを各常任委員会の審査に充て、第15日を予備日といたしま

す。第16日は議事整理のために休会といたします。第19日の最終日は、付託議案の委員会

審査結果報告を行い、それぞれ議案を審議し、閉会する予定であります。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（三瓶利野）  ただいま議会運営委員長から報告がありました。 

 議会運営委員長報告に対する質疑を許します。質疑ありませんか。 

      （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三瓶利野）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期等については、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

      （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三瓶利野）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期等につきましては、議 

会運営委員長の報告のとおり、本日より３月６日までの19日間とすることに決しました。 

 

        日程第３  諸般の報告 

○議長（三瓶利野）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第 121条の規定に基づき説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付
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したとおり出席する旨の報告がありましたので報告いたします。 

  また、監査委員から例月出納検査の結果について配付いたしましたとおり報告がありま

したので報告いたします。 

 

        日程第４  陳情の取り下げについて 

○議長（三瓶利野）  日程第４、陳情の取り下げについてを議題といたします。 

  平成17年８月18日に提出されました陳情第14号農村活性化センターの畜産管理センター

運営の継続についての陳情書については、現在総務企画常任委員会に付託され、継続審査

となっておりますが、平成18年１月６日、陳情者都路町和牛改良組合長宗像勝男氏ほか４

名より、陳情書取り下げ願いが提出されました。委員会に付託されました陳情書の取り下

げについては議会の承認が必要となります。 

  お諮りいたします。 

 本陳情書取り下げ願について、取り下げることを承認したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

      （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三瓶利野）  異議なしと認めます。よって、本陳情書取り下げ願については、取り 

下げることを承認することに決しました。 

 

    日程第５  議案第１号から日程第６９ 議案第６５号まで 

○議長（三瓶利野）  日程第５、議案第１号から日程第69、議案第65号までの65件を一括上 

程いたします。 

 この際、職員をしての議案の朗読は省略いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。冨塚市長。 

○市長 (冨塚宥暻)  本日、平成18年田村市議会３月定例会を招集いたしましたところ、議 

員の皆様には公私とも御多用のところ御出席を賜り、まことにありがたく厚く御礼申し上

げます。 

 本定例会には、少子化対策、子育て支援にかかわります田村市幼児預かり保育条例の制

定を初め、田村市保育所条例の一部改正や、平成18年度各会計予算及び平成17年度各会計

補正予算など65件の議案等を御提案申し上げましたが、議案の御説明に先立ち御礼を申し
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上げます。 

 平成17年度も残すところあと１カ月余となりましたが、平成17年３月１日の合併以来、

議員の皆様におかれましては新生田村市発足から今日まで、田村市発展の礎を築き上げる

ため、真摯に御協議をいただいておりますほか、市政全般にわたる御提言など、多大な御

尽力を賜り、まことにありがとうございます。これまでの御支援と御協力に対し、心から

感謝と御礼を申し上げます。 

 それでは議案等の大要について御説明申し上げます。 

 初めに、平成17年度の田村市の財政状況について申し上げます。 

 平成17年３月１日の合併に伴い、市長職務執行者により歳入総額45億 8,604万 9,000

円、歳出総額70億 3,649万 6,000円の一般会計の暫定予算が編成されたところでありま

す。合併直後、新市長が選出されるまでに市長不在となることから、４月から６月までの

３カ月間に執行を必要とする最小限の経費を計上したものであり、人件費や扶助費等の義

務的経費、継続的な事業及び施設管理経費等の経常的経費及び合併を円滑に進めるための

合併関連費を計上することを基本に編成されたものであります。その後、私の就任後の田

村市議会６月定例会に合併旧５町村それぞれが進めてきたまちづくりを継承する立場か

ら、各町村において積算されたものを基本とするとともに、私の市長選挙における公約の

実現を目指した政策的事業を加えた考えのもと編成を行い、総額 183億 5,800万円の一般

会計予算を御提案申し上げた次第であります。 

  その後、公共施設のアスベスト対策事業費、合併記念イベントの経費、総合計画策定経

費、道路改良舗装事業費、災害復旧費、地域振興基金の補正などを行い、今回の御提案を

含め６回の補正の結果、現計予算の総額は 200億 4,863万 5,000円となるものでありま

す。田村市といたしましては、可能な限りの経費の節減と的確な財源の確保等に努めまし

た結果、財政調整基金繰入金を減額できましたほか、平成17年度の実質収支は若干の黒字

をもって決算できる見通しを得たところであります。 

  しかしながら、今後、さらに地方交付税が減額になることや、義務的経費の増嵩、地方

債の償還など、今後の市財政にとりましても極めて厳しい状況に置かれていると言わざる

を得ません。また、特別会計予算のうち、国民健康保険特別会計につきましては、医療費

の支出見込みによる保険給付費の増額など、今回提案している補正を含め、２回の補正の

結果、現計予算の総額は44億 4,325万 2,000円となるものであります。このほかの特別会

計は、順調に事務事業を完了できる見込みであり、各特別会計の現計予算の総額は 147億 
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4,428万 8,000円となるものであります。 

  次に、平成18年度の国の予算の動向について申し上げます。 

  我が国の財政は、平成17年度末の公債残高が 538兆円に達する見込みであり、国債割合

の増大が政策的経費を圧迫するなど、依然として財政事情は厳しい状況にあります。この

ような状況のもと、国においては国の経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005及び

平成18年度予算編成の基本方針に基づき、平成18年度予算を重点強化期間最後の重要な予

算と位置づけ、国、地方が歩調を合わせ、平成17年度に引き続き歳出改革路線を堅持、強

化するなど、改革の総仕上げの予算と位置づけております。この基本方針2005によります

と、平成17年度に引き続き平成18年度を官から民へ、国から地方へといったこれまでの改

革を徹底し、地域の真の自立を掲げ、地方行革の推進や、三位一体の改革を着実に推進す

ることとしております。 

  三位一体改革は、平成16年度から３年間で地方向けの負担金、補助金を廃止、または縮

小し、その税源を地方に移譲することとされており、最終年度となる平成18年度には児童

手当、児童扶養手当の国庫負担額の減、公営住宅家賃収入補助金の一般財源化等により、

補助金がさらに減額となりますが、減額相当分の一部を人口配分に応じて所得譲与税によ

り、税源移譲で措置されることになっております。 

  また、地方税は、税制改正影響分を見込み、回復基調となっておりますが、依然として

景気低迷の影響により税収の伸びは期待できず、さらに地方交付税におきましては、財源

補償機能、事業費補正などの抜本的な見直しが検討され、平成18年度地方交付税の総額

は、概算要求で15兆 9,100億円であり、地方自治体へ配分される出口ベースでは、平成17

年度より 5.9％の減額となる見込みであり、厳しい内容となっております。 

 次に、田村市の平成18年度当初予算並びに主要な施策の概要について申し上げます。 

  平成18年度一般会計予算の編成に当たりましては、市の財政は平成17年度の財政力指数

が 0.306と、その多くを地方交付税に依存しております。市税は首都圏を中心とした都市

部においては景気の回復基調が見られるものの、依然として地方経済は低迷が続いてお

り、今後も市税の伸びは期待できず、地方交付税も本市においては84億 1,019万 2,000円

と大幅に削減されるなど、一般財源の確保はこれまでになく厳しい状況となることが見込

まれております。 

  一方、歳出面におきましては、公債費や扶助費などの義務的経費の増加等により、財政

状況はこれまで以上に困難な状況が続くものと予測しております。さらに、平成16年度の
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決算状況を見ますと、経常収支比率が89.6％、公債費比率が16.5％と、合併前に比べ確実

に数値が増加していることや、一部事務組合に対する一般廃棄物処理施設建設負担金の

増、地方債の借入金残高の累増により、今後の大きな財政負担となることは必至の状況で

あります。 

  このように、市の財政状況は、地方交付税などの一般財源の減額が避けられないこと

や、累積した借入金の償還を初め、義務的経費の増などに伴い、前年度以上に極めて厳し

いものになると考えております。このため、財政運営においては収入に見合った財政規模

を基準とし、限られた財源の中で市民サービスの低下を来さないよう予算の効率的執行と

財源の増収確保を図るとともに、予想される後年度財政負担の増加に対処できるよう節度

ある財政運営に努める必要があると考えております。このように大変厳しい行財政環境の

もとで、平成18年度田村市予算編成方針に基づき、合併の効果を最大限に引き出すととも

に、本年度を田村市が将来ともに持続可能な行財政基盤を確立する年と位置づけ、事業の

重点選別と効率的な配分に徹して編成し、御提案申し上げた次第であります。 

  まず、歳入について申し上げます。 

  市税につきましては、的確な課税客体の把握と、未納対策を引き続き積極的に行うこと

とし、年間見込み収入額を総額で30億 9,706万 1,000円を見込み計上いたしました。 

  主な税目別に申し上げます。  

 個人市民税につきましては、長期化する景気低迷の影響を受け、所得は前年と比較して

減少または停滞傾向にありますが、老年者非課税措置の見直し及び定率減税の縮減等の税

制改正で、平成17年度当初予算と比較し 4.9％の増で計上いたしました。 

  法人市民税につきましては、業種を問わず減少または停滞傾向にありますが、一部大規

模法人が上昇傾向にあることから、平成17年度当初予算と比較し 7.0％の増で計上いたし

ました。 

 固定資産税につきましては、３年に１度の評価替えに当たり、土地については商業地を 

中心に引き続き下落傾向にあり、家屋については評価額見直しによる減価、償却資産に                                                                                   

ついては新たな設備投資が見受けられないことから、全体で平成17年度当初予算と比較し 

6.0％の減で計上いたしました。 

  軽自動車税につきましては、軽乗用車の台数が引き続き伸びており、平成17年度当初予

算と比較し 1.8％の増で計上いたしました。 

  市たばこ税につきましては、前年度予算に比べ、消費本数の増が見込まれるため 4.6％
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の増で計上いたしました。 

 次に、地方譲与税につきましては三位一体改革による児童手当、国庫負担金などの税源

移譲による所得譲与税で３億 1,066万 6,000円を見込むとともに、自動車重量譲与税及び

地方道路譲与税合わせて３億 3,835万 5,000円、地方譲与税全体で前年度対比27.7％の増

で計上いたしました。 

 このほか、各種交付金で６億 943万 2,000円、地方交付税では国の削減分 5.9％に合わ

せるとともに、国勢調査結果に基づく人口減少分を見込み、普通交付税で平成17年度交付

決定額83億 2,232万 5,000円の 7.2％の減で見込み、交付税総額84億 1,019万 2,000円を

計上いたしました。 

  分担金及び負担金で 3，011万 8，000円、国庫支出金と県支出金を合わせ24億 829万                                                                                

 9,000円、財政調整基金繰入金で５億 7,000万円、市債で30億 7,230万円、繰越金で１億 

5,000円のほか、使用料及び手数料、諸収入などをそれぞれ見込み計上いたしました。 

  次に、歳出について申し上げます。 

  歳出予算につきましては、「あぶくまの人・郷・夢を育むまち～はつらつ高原都市 田

村市～」の実現に向け、旧５町村それぞれがバランスのとれた安心してくらせる新しいま

ちづくり、環境と共生するクラスター型のまちづくりを推進していくための基本的な政策

として、１．地域を活かす産業の振興、２として健康づくりと福祉の充実、３として未来

を担うひとづくり、４として快適な生活環境の整備、５として市民参加の郷づくり・まち

づくり、６として行財政改革の推進の六つを重点施策としてその推進を図るものといたし

ます。 

  初めに、地域を活かす産業の振興の施策について申し上げます。 

  田村市の基幹産業である農業の振興を図るために、売れる米づくりなど、消費者に受け

入れられる農産物の生産を促進するとともに、認定農業者など担い手農家の育成、遊休農 

地の活用、葉たばこ振興対策や中山間地域等直接支払い事業などを引き続き行うとともに、 

肉用牛のブランド化を目指した家畜導入事業を積極的に推進いたします。また、農業生産

の基盤となる農道10路線の整備による農産物流通の合理化を図るとともに、あわせて農村

の生活環境の整備を合理的、かつ一体的に実施し、農業、農村の多面的機能の発揮が図ら

れるよう、牧野地区多目的交流施設建設を初め、農業農村整備事業２地区、県営農業農村

整備事業11地区に取り組んでまいりますとともに、林業振興のために林道３路線を活用し

た森林整備を行い、環境保全の観点も含めた取り組みを行ってまいります。 
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  また、商店街のにぎわいを取り戻す施策として、商店街に導き入れるための新交通シス

テム「船引らくらくタクシー」の運行補助や、それぞれの地域の商工団体の助成を行うと

ともに、経営合理化資金保証融資による中小企業対策、空き店舗対策としてのアンテナシ

ョップ、雇用対策としての地域職業相談室の運営支援、既存工業団地への積極的な企業誘

致を行うなど、商工業振興を図ってまいります。 

  さらに、あぶくま洞やこどもの国ムシムシランドなど、恵まれた観光資源を生かし、あ

ぶくま洞調査事業やあぶくま洞環境整備事業により観光資源の魅力の向上を図り、観光客

の誘客を推進してまいります。 

  次に、健康づくりと福祉の充実の施策について申し上げます。 

  田村市の人口は年々減少傾向にあり、急激な速度で少子高齢化が進んでおります。次代

を担う子供たち、若者、子育て世代、高齢者、体の不自由な人など、あらゆる人々の健康

を願うことは市民全員の総意であり、すべての市民が健やかで心豊かな生活ができる活力

あるまちづくりを目指し、健康づくりを推進し、福祉の充実を図ることが求められており

ます。このような状況を踏まえ、まず健康づくりとしては住民一人一人が健康づくりに取

り組む習慣づくりを推進するとともに、脳卒中やがん、糖尿病予防を目的とした各種健康

診査、健康相談・教育を初め、栄養改善事業などを実施し、食生活や生活習慣の改善普及

による生活習慣病の予防を図ってまいるほか、次世代を担う子供たちが健やかに成長でき

るよう、乳幼児健康診査、妊産婦健康診査、予防接種事業の実施、さらには乳幼児医療給

付、発達障害のある乳幼児の育成指導事業、妊産婦医療給付事業や健康診断のあり方及び

救急医療のあり方について検討委員会を立ち上げ、さらなる医療の充実を図ってまいりま

す。 

  高齢者対策といたしましては、介護保険法の改正により、介護予防のため地域包括支援

センターの設置によるケアプランの作成や相談業務の充実を図るとともに、閉じこもりの

方を初め、高齢者の社会参加、交流を促進するため、老人クラブ活動への支援、敬老会の

開催、シルバー人材センター運営の支援を引き続き行ってまいります。また、養護老人ホ

ームへの入所措置、在宅介護支援センター運営のための経費、老人保健特別会計への繰出

金、介護給付費繰出金等の経費を計上するとともに、介護保険給付以外の在宅サービスと

して家族介護用品及び介護人手当の支給事業、配食サービス、高齢者の住宅改修助成など

の生活支援を行ってまいります。 

  障害者福祉対策といたしましては、障害者の自立と社会参加の促進を図るため、障害者
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小規模作業所及び自立生活センターの運営支援や、制度改正が図られた支援費制度のスム

ーズな運営支援などのほか、重度心身障害者医療費の助成、日常生活用具の給付、精神障

害者等のホームヘルプサービスなどの居宅生活支援並びに更生施設等入所などの施設支援

サービスに努めてまいります。 

  児童福祉対策といたしましては、子育て支援と少子化対策の一環として、４歳児、５歳

児の市立保育所・保育料及び市立幼稚園の入園料・保育料の無料化、さらには放課後児童

クラブ保護者負担金の無料化と、私立幼稚園や認可外保育施設入所者に対する補助による

保護者負担の軽減、児童手当の小学校６年生までの支給拡大、保育所の運営、児童館にお

ける児童の自主活動の促進と、放課後児童クラブの継続、母親クラブの運営支援。ひとり

親家庭対策として、母子・父子家庭に対する医療費の助成や父子手当の充実を図るなど、

子育て支援対策を強力に推進してまいります。 

  また、障害児に対する補装具や日常生活用具の給付、支援費制度によるデイサービスな

どの居宅支援などの施策を実施し、市民が安心して暮らせる心豊かなまちづくりの推進に

努めてまいります。 

  次に、未来を担うひとづくりの施策について申し上げます。 

  未来を担うひとづくりの基本となるのは学校教育の充実であり、学校教育環境の整備は

重要であり、老朽化した施設の計画的な改築を実施するため、今年度は芦沢小学校校庭造

成事業、古道小学校校舎改築事業に向けた敷地造成事業、地区グラウンドとしての利用も

図る関本小学校校庭拡張事業、緑小学校校舎改築のための測量及び設計などを進めてまい

りますとともに、次世代の人材を育成する観点から、滝根地区に児童館機能を有する３世

代ふれあい交流施設の整備を進めてまいります。さらに、学校の勉強を支援する事業や基

礎、基本の定着を図る授業研究に要する経費や、指導主事の配置により、児童生徒の学力

向上に向けた取り組みを推進する一方、悩みを持つ生徒が心豊かに安定した学校生活が送

れるよう専門職としての心の教育相談員を配置するなど、学校教育の一層の充実に努めて

まいります。 

  また、国際交流や国際感覚を備えた人づくりを推進するため、中学生の海外派遣研修を

田村市統一的に実施するほか、語学力向上のため、今年度新たに天栄村にあるブリティッ

シュヒルズにおける研修や、全中学校へ専任の外国人英語指導助手を配置するとともに、

小学校の国際理解教育のために外国人英語指導助手を派遣し、国際化に対応した多様な取

り組みと人材育成を図ってまいります。 
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  また、田村市立要田幼稚園につきましては入園希望者があることから再開園いたします

が、残念ながら大久保幼稚園については入園希望者が３人ということで休園することとい

たしました。このほか、私立幼稚園運営費補助金を引き続き交付し、私学振興を図ってま

いります。 

  生涯学習の推進及び社会教育の振興につきましては、高度化、多様化する市民のニーズ

を的確に反映し、生涯学習機会への拡充と自主的な学習活動の支援に努めてまいりますと

ともに、それぞれの地域がはぐくんできた独自の文化、伝統、芸能等を保存し、次世代に

継承できるよう支援を行ってまいります。また、市民一人一人がスポーツに親しみながら

健康な生活を送ることができるよう、各種スポーツ大会等の奨励と、スポーツ団体の支援

をしてまいりますとともに、引き続き運動公園整備事業を進めるほか、古道プールの建設

を行ってまいります。 

  次に、快適な生活環境の整備の施策について申し上げます。 

  田村市には、自然に恵まれた大地に山や川があります。この自然を保全し、次代に受け

継ぐことは、自然の恵みを享受している我々に課せられた大きな責務であり、この生活環

境を保護、維持していくために、合併処理浄化槽の普及を初め、上水道事業並びに公共下

水道の整備事業を推進し、公共用水域の水質保全に努めてまいります。また、田村広域行

政組合が進めてきました田村西部環境センターが平成18年度本格稼働するほか、一般廃棄

物最終処分場の建設に係る所要の負担金を計上いたしました。 

  また、新市としての一体感の醸成を図るため、各地域間を結ぶ道路網の整備の推進と地

域間の連携強化を促進していくために、地域間のバランスのとれた社会資本の整備を図り

つつ、主要な幹線市道及び地域の生活関連道路網の整備並びに船引駅周辺整備の促進を図

ってまいります。 

  さらに、市民が安全で安心して暮らせるために交通安全対策を推進するとともに、児童

生徒用の防犯ブザーの購入などの防犯対策事業を進め、安全・安心なまちづくりに努めて

まいります。 

  さらには、災害に備えての避難施設表示看板の設置や、防災行政無線の整備、消防ポン

プ車の更新にあわせ、常葉地区に小型ポンプ積載車、船引地区に消防ポンプ車を配置し、 

消防機動力の強化を図るほか、携帯電話の不通話地域の解消にも取り組んでまいります。 

 次に、市民参加の郷づくり、まちづくりの施策について申し上げます。 

 田村市は、合併前の旧町村の伝統や文化、個性を継承しながらも、時代に即応した施策
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の実施及び独自の発展を遂げるなどの新しいまちづくりを進めていかなければなりませ

ん。まちづくりのために重要となるのが、その地域を熟知している市民皆様の声に耳を傾

け、常に市民の要望など、ニーズを的確に把握していくことであります。そのためには、

積極的な情報公開により、市民へ情報を発信し、市民との間で市政についての情報の共有

化を図ることや、懇談会などを開催し、市民の皆様の御意見を広く聞く場を設けるほか、

意見公募、いわゆるパブリックコメント制度を充実させるなど、市民主体の開かれた行政

運営を行ってまいります。 

 平成18年度におきましても、引き続き「市長への手紙」を実施するほか、新たに直接市

民の皆様と市長が懇談します「市民の日」を設け、さらなる広報広聴事業の拡充を図ると

ともに、地域皆様方の御意見を反映し、地域ごとの特色あるまちづくりができるよう、行

政局単位に設置した地域審議会の運営や、市民間の交流と情報の共有化を図るための合併

１周年イベントや、さらに市政への関心を高めるための田村市10大ニュースの公募など、

より一層の市民参加のまちづくりを積極的に進め、市民の意見を市政に反映するシステム

を構築し、市民みずからがまちづくりにかかわっていくための環境整備を図ってまいりま

す。 

 次に、行財政改革の推進の施策について申し上げます。 

 田村市の組織機構はグループ制の導入による事務組織のフラット化を進め、職員みずか

らが判断し、責任を持った迅速な業務遂行を目指しております。今後さらに効率的な行政

機構の構築を目指して組織の点検や職員研修などを通し、職員の資質を高め行政サービス

の向上を図ってまいります。 

 また、合併による事務事業の効率化や経費の削減のため、戸籍の電算化、職員並びに臨

時職員の削減、事務用品の一括購入、借地の購入推進、補助金の削減等、行政運営全般の

行財政改革を推進してまいります。さらに、合併協定事項にあります新庁舎建設のため

に、基本調査を行うなど、庁舎建設の具体化に向けた検討を進めてまいります。 

 なお、財務事務の簡略化及び効率化を図るため、現在15ある特別会計を整理統合し、11

にいたします。 

  次に、地域振興基金事業について申し上げます。 

  合併前の調整事項に基づき、旧町村が保有していた財政調整基金並びに平成16年度の旧

町村一般会計決算剰余金をもとに、それぞれ各地域振興基金を積み立てたところでありま

す。この基金を財源に充て、合併前の旧町村の地域振興に資する事業を各行政局の自主
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的、主体的な取り組みによって、各行政局管内の特色あるクラスター型の地域振興の実現

に向け推進してまいります。このような考えのもと、編成いたしました平成18年度の一般

会計予算の総額は 199億 5,000万円となり、平成17年度当初予算に比べ15億 9,200万円、

率にして 8.7％の増となりました。 

  増額となりました主な理由といたしましては、合併特例債事業、過疎対策債事業、辺地

対策債事業、地域振興基金事業などのほか、都路町観光事業特別会計、総合福祉センター

特別会計の一般会計への統合などによるものであります。 

  次に、各特別会計予算について申し上げます。 

  まず、国民健康保険特別会計予算について申し上げます。 

  療養給付費及び高額療養費などの保険給付費につきましては、直近３カ年の平均伸び率

や医療費の動向に留意し、積算計上いたしました。老人保健拠出金及び介護納付金につき

ましては、国で示した算定方法により積算、計上いたしました。また、医療費の適正化対

策につきましては、引き続きレセプト点検や医療費通知を実施するとともに、健康診断事

業、人間ドック事業などによる疾病の早期発見、早期治療、健康づくり事業の推進や各種

健康教室などを実施し、糖尿病や脳卒中、高血圧病などの生活習慣病の予防と重病化防止 

及び寝たきり予防に努め、医療費の抑制を図ってまいります。 

  また、国民健康保険税の未収解消につきましては、引き続き未納対策本部を設置し、滞

納整理強化月間や管理職職員を含めた特別徴収班、徴収嘱託員などの未納対策プロジェク

トを推進し、収納体制を充実強化してまいります。 

 これら事業の実施に必要な経費として編成いたしました平成18年度国民健康保険特別会

計予算は43億 5,340万円となり、平成17年度当初予算に比べ 7,314万 4,000円、率にして 

1.7％の減となりましたが、歳入における繰越金等特定財源の見込み減額により、医療保険

分、介護保険分合わせた被保険者１人当たりの国民健康保険税は７万 9,095円となり、前

年度対比 5,959円、率にして8.15％の増となりました。 

  次に、老人保健特別会計予算につきましては、医療費の診療報酬、高額医療費、補装

具、審査支払い手数料等に要する経費を直近３カ年の歳出状況を勘案して計上いたしまし

た。平成18年度の老人保健特別会計予算は45億 4,830万円となり、平成17年度当初予算に

比べて 6,008万 4,000円、率にして 1.3％の減となりました。 

  次に、介護保険特別会計予算について申し上げます。 

  平成18年度からの第３期介護保険事業計画により、保険料基準月額を 3,550円に、それ
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ぞれの所得段階の被保険者数を推計し、積算いたしました。また、介護保険法の改正に伴

い、地域包括支援センターの設置や地域支援事業など、介護予防に重点を置くなど、制度

の見直しを受け、介護予防に力を入れ、適正な介護給付を図りながら認定率の抑制や要介

護度の重度化の抑制を図るなど、介護保険給付費の抑制を図ってまいります。また、介護

保険料の未収納解消につきましても引き続き収納体制を充実させ、滞納整理を行ってまい

ります。 

 これら運営の実施に必要な経費として編成いたしました平成18年度介護保険特別会計予

算は27億 5,590万円となり、平成17年度当初予算と比べ２億 6,773万 4,000円、率にして

約10.8％の増となりました。 

  次に、簡易水道事業特別会計予算について申し上げます。 

  滝根町、都路町、常葉町の簡易水道事業の給水に係る必要な経費を計上いたしました

が、主な事業等について申し上げます。 

  初めに、滝根事業区域につきましては、水量拡張事業を国庫補助を受け、新たに計画す

るものであります。平成18年度は老朽した沈殿池の取り壊しと、沈殿池本体工事、配管工

事並びに翌年計画の調査設計費などを見込み計上いたしました。また、公共下水道事業に

伴う水道管布設替工事、県営ふるさと農道緊急整備事業に伴う水道管布設替工事に伴う補

修費を見込み計上いたしました。 

  常葉事業区域につきましては、西美田地区配水管布設工事第２水源池の改修工事のほ

か、公共下水道事業に伴う水道管布設替工事補償費などを見込み計上いたしました。 

  都路事業区域につきましては、引き続き県営中山間整備事業、営農飲雑事業への負担金

を計上いたしました。これら事業の実施に必要な経費として編成いたしました平成18年度

簡易水道事業特別会計予算は２億 6,700万円となり、平成17年度当初予算に比べ 8,352万 

4,000円、率にして 45.52％の増となりました。 

  次に、滝根町観光事業特別会計予算について申し上げます。 

  入洞者が年々減少しておりますが、あぶくま洞及び入水鍾乳洞の誘客のためのＰＲを図

るとともに、モンドセレクション大金賞を２年連続受賞したあぶくまの天然水につきまし

ても引き続き一層の販売促進に努めてまいります。また、あぶくま洞を中心とする観光施

設等の安全対策事業としてあぶくま洞入り口階段整備工事及び切羽浮き石除去委託事業な

どがあり、誘客促進対策の一環としてあぶくま洞まつり事業や洞内の未公開部分に係る調 

査事業、あぶくま洞ゾーン開発整備委員会を設置し、整備計画の検討をしてまいります。 
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 これら事業の実施に必要な経費として編成いたしました平成18年度観光事業特別会計予

算は６億 4,350万円となり、平成17年度当初予算に比べ 5,775万 6,000円、率にして 

8.2％の減となりました。 

  次に、農業集落排水事業特別会計予算につきましては、滝根町畑中地区農業集落排水施

設の維持管理に要する経費及び公債費等で、これらに要する経費として編成いたしました

平成18年度農業集落排水事業特別会計予算は 2,800万円となり、平成17年度当初予算に比

べ 107万 2,000円、率にして 3.9％の増となりました。また、未加入者につきましては引

き続き加入の推進を図ってまいります。 

  次に、宅地造成事業特別会計予算について申し上げます。 

  宅地造成事業は、滝根町の星の村ニュータウン及び船引町の船引東部地区土地区画整理

事業の二つの事業を、平成18年度より一体化して特別会計を編成いたしました。星の村ニ

ュータウンにつきましては、31区画のうち、平成17年度末現在において未販売の分譲地２

区画、分割納入契約者２名分の土地売り払い代金と償還金等を計上いたしました。また、

船引東部地区土地区画整理事業につきましては、平成16年度に換地処分が完了いたしまし

たが、引き続き清算金徴収事務を進めるための経費及び未売却の保留地代金、一般換地清

算金の分割納入金並びに償還金等を計上いたしました。 

 これら事業の実施に必要な経費として編成いたしました平成18年度宅地造成事業特別会

計予算は１億 8,860万円となり、宅地造成特別会計と船引東部地区土地区画整理事業を合 

わせた平成17年度当初予算に比べて 1,303万 7,000円、率にして 6.5％の減となりました。 

  次に、公共下水道事業特別会計予算について申し上げます。 

  船引町、常葉町、大越町、滝根町の下水道事業の主要な事業等について申し上げます。

平成18年４月、船引町の一部及び常葉町の一部の追加供用開始に伴う公共下水道管理及び

流域下水道管理に係る経費、また大越町、滝根町の一部の供用開始に向けた福島県施行の

大滝根川流域下水道事業に係る建設負担金及び拡大認可計画区域の変更と、全体計画区域

の見直しのための委託費並びに田村市施行の公共下水道事業に係る建設費等を計上いたし

ました。 

 これら事業の実施に必要な経費として編成いたしました平成18年度の公共下水道事業特

別会計予算は14億 3,180万円となり、平成17年度当初予算に比べ 8,401万 3,000円、率に

して 6.2％の増となりました。供用開始地区となった受益者の皆様方の御加入と、接続が

肝要でありますことから、御理解を賜り、積極的に加入促進を図ってまいります。 
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  次に、授産場事業特別会計予算につきましては、厳しい経済情勢と前年度の受注実績を

踏まえて積算いたしました結果、一般会計からの繰り入れを 2,285万 4,000円見込み、総

額 7,470万円となり、平成17年度当初予算に比べ 310万 1,000円の減、率にして 4.0％の

減となりました。 次に、診療所事業特別会計予算につきましては、特別会計の整理統合

見直しにより、診療所事業特別会計及び歯科診療所事業特別会計を診療所事業特別会計に

一本化いたしました。現在、福島県医師のへき地診療所等派遣に関する要綱により、医師

２名の派遣を受け運営に当たっているところであり、安全、安心したまちづくりを推進す

る上で医療の確保は重要な課題であります。都路町住民のみではなく、隣接する川内村、

葛尾村などと広域的な連携を組み、また平成17年度において福島県核燃料税交付金によ

り、医科部門については内視鏡、生体情報モニター、歯科部門についても歯科ユニット、

デジタルレントゲン装置、レーザー治療装置等、備品を購入し、整備したところでありま

す。 

  入院収入及び外来収入並びにその他の収入につきましては、平成17年度の実績を踏まえ

て積算いたしました。また、診療所の運営に伴う経費につきましては、サービス低下にな 

らないような経費の節減に努め、運営に要する経費を計上いたしました結果、総額３億                                                                                   

 1,180万円となり、診療所事業特別会計及び歯科診療所事業特別会計合わせた平成17年度

当初予算に比べ 1,410万円、率にして4.33％の減となりました。今後、田村市全体の地域

医療の確保を考慮した上で、都路診療所や民間医療機関などの既存医療施設の連携を図る

とともに、すべての住民がいつでも、どこでも適切な保健医療サービスを受けられるよう

医療提供体制の充実を図ってまいります。 

  次に、田村地方介護認定審査会特別会計予算につきましては、小野町との共同設置に係

る介護認定審査会の運営等に要する所要の経費を計上いたしました結果、 2,055万 8,000 

円となり、平成17年度当初予算に比べ 501万 1,000円、率にして19.6％の減となりました。 

  次に、水道事業会計予算について申し上げます。 

  水道事業につきましては、有収率の向上、経営の合理化と経常経費の節減に努めなが                                                                                 

ら、１日平均給水量を船引地区 3,425立方メートル、大越地区 805立方メートルと定め、

予算を編成いたしました。収益的収支につきましては、給水収益など２億 9,692万 2,000 

円及び一般会計からの補助金など 9，086万 5，000円及び特別利益１万円を見込み、総額                                                                                   

３億 8,779万 7,000円と定めるものであります。資本的収支につきましては、収入総額を

１億 6,570万 2,000円と見込み、支出については公共下水道工事及び流域下水道工事関連
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の排水管布設替工事費、さらに水道管路近代化推進事業による石綿管布設替えなどで１億 

7,102万 3,000円、企業債償還金１億 3,529万 3,000円など、支出総額３億 631万 6,000円

となり、収入総額との差額１億 4,061万 4,000円は、過年度分損益勘定留保資金等をもっ

て補てんしようとするものであります。 

  以上、平成18年度の一般会計、各特別会計及び公営企業会計予算について申し上げまし

たが、一般会計、特別会計及び公営企業会計合わせた予算総額は 352億 6,767万 1,000円

となり、平成17年度当初予算に比べ16億 9,221万 8,000円、率にして 5.0％の増となりま

した。これらの予算は、極めて厳しい財政状況の中から創意と工夫により財源を捻出いた

しておるものであり、必ずや市民の皆様方の福祉の向上と田村市の着実な発展に大きく貢

献するものと確信するものであります。また、予算執行に当たりましては、今後国、県の

予算の動向に対応しながら、適切かつ健全な財政運営に努めてまいります。 

  次に、平成17年度田村市一般会計補正予算（第６号）について申し上げます。 

  初めに継続費について申し上げます。総務費の田村市紹介ビデオ作成事業、総合計画策

定事業、戸籍電算化実施事業につきましては、契約に伴う請負差額により事業費総額及び

年割額をそれぞれ補正しようとするものであります。 

  債務負担行為の変更につきましては、生活バス運行委託料、田村市議会議員一般選挙公

営ポスター掲示場設置撤去委託料を追加するほか、田村広域行政組合田村地方情報センタ

ー設置事業費を初め、各事業費の額、期間を変更及び廃止するものであります。 

  地方債につきましては、起債対象事業費の確定に伴い、限度額を変更するものでありま

す。 

  歳入の主なものについて申し上げます。 

  市税につきましては、一部大規模法人の業績向上などにより追加いたします。国庫支出

金の減は、保険基盤安定負担金が制度改正により県支出金に振り変わったこと。生活保護

費負担金は、当初見込み件数より支給対象者が少なかったこと。合併市町村補助金は、事

業費が確定したことによる減が主なものであります。県支出金の追加の主なものは、ただ

いま申し上げました保険基盤安定負担金が国庫支出金から振りかわった分と、核燃料税の

確定による増であります。寄附金につきましては、大越町トマト商会様、船引町船引ロー

タリークラブ様、船引町松栄流すみれ会様、船引町ウェディングプラザ丸美様、都路町坂

本栄市様、船引町移ゴルフ会様、船引町舟田代明様からそれぞれ寄附がありましたので計

上いたしました。繰入金につきましては、財政調整基金繰入金を減額いたしました。市債
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につきましては、地方債の補正で申し上げましたように、起債対象事業費の確定に伴う補

正であります。 

  次に、歳出の主な内容について申し上げます。 

  総務費では、職員人件費、臨時職員賃金のほか、職員健康診査費、本庁舎・行政局庁舎

の維持管理費など、及び戸籍電算化事業費を減額いたしました。民生費で、特別養護老人

ホーム建設費の負担金、家族介護人手当、生活保護費の新規支給対象見込み者の減に伴う

減額が主なものであります。衛生費では、妊産婦医療費及び予防接種事業費の減額並びに

簡易水道特別会計繰出金、水道事業会計出資金を減額するとともに、都路診療所に胃の内

視鏡を購入するため追加いたします。農林水産業費につきましては、葉たばこ経営転換緊

急対策事業費、中山間地域等直接支払事業、県営事業負担金など、事業費確定に伴う減額

であります。商工費では、都路町観光事業特別会計繰出金などを減額いたします。土木費

の主なものにつきましては、都市計画マスタープラン策定事業費等の確定に伴う減額であ

ります。消防費では、地域防災計画策定費の確定に伴う減額並びに消防団員の退職金の減

額が主なものであります。教育費につきましては、芦沢小学校屋内運動場建設費、古道プ

ール設計委託料など、事業確定に伴う減額であります。 

 この結果、今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億 102万                                                                                 

 5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を 200億 4,863万 5,000円としようとするもので

あります。 

  次に、各特別会計の補正予算につきましても既に確定及び確定見込みにより、事務事業

に係る経費の補正であります。 

 次に、条例等について申し上げます。 

  議案第１号 田村市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について御

説明申し上げます。 

  本案は、平成16年９月に、国が制定した武力攻撃事態等における国民の保護のための措

置に関する法律、いわゆる国民保護法の第31条の規定に基づき、武力攻撃事態等及び武力

攻撃に準ずる大きなテロなどに対する国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置

に係る組織、会議等に関し、必要な事項を定めようとするものであります。 

  次に、議案第２号 田村市国民保護協議会条例の制定について御説明申し上げます。 

  本案は、議案第１号と同様に、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律第40条第８項の規定に基づき、田村市の区域に係る国民の保護のための措置に関す
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る施策を総合的に推進するための国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定め

ようとするものであります。 

  次に、議案第３号 田村市自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 

  本案は、平成18年４月より、障害者自立支援法が施行されることに伴い、同法第15条の

規定に基づき認定審査会を設置し、障害者の福祉サービス料を審査することとなりますこ

とから、その審査会の委員の定数を定めようとするものであります。 

  次に、議案第４号 田村市放課後児童健全育成条例の制定についてから、議案第14号                                                                                 

田村市船引放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例を廃止する条例についてまで

は、健康づくりと福祉の充実の中の児童福祉対策で申し上げましたが、保育所及び幼稚園

の４歳児、５歳児に係る保育料の無料化等の実施に伴う関係条例につきまして、所要の制

定及び改廃を行うものであります。 

  それでは議案第４号 田村市放課後児童健全育成条例の制定について御説明申し上げま

す。 

  本案は、小学校低学年の放課後における児童の子育て支援をするため、小学校の教育時

間の終了後に児童厚生施設等にて行う保育について保育料を無料とするため制定しようと

するものであります。 

  次に、議案第５号 田村市幼児預かり保育条例の制定について御説明申し上げます。 

  本案は、幼稚園の放課後における幼児の子育てを支援するため、教育時間終了後に幼稚

園にて行う幼児預かり保育について保育料を無料とするため制定しようとするものであり

ます。 

  次に、議案第６号 田村市子育て支援奨励金支給条例の制定について御説明申し上げま

す。 

  本案は、市立の保育所と幼稚園及び私立保育所並びに私立幼稚園の保育料を無料といた

しますことから、保育所等に通っていない在宅の児童のうち、４歳児及び５歳児を養育す

る保護者の方に児童の教材費等の購入奨励金として児童１人につき月額 5,000円を支給し

ようとするものであります。 

  次に、議案第７号 田村市保育所条例の一部を改正する条例について御説明申し上げま

す。 

  本案は、保育の実施内容に保護者の休養等の特別な理由により、一時的及び特定な保育
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に対する需要に対応するため改正しようとするものであります。 

  次に、議案第８号 田村市特別保育所条例の一部を改正する条例について御説明申し上

げます。 

  本案は、特別保育所の使用料月額「 5,900円」を月額「 4,000円」に改め、附則におい

て４歳児及び５歳児の使用料については無料にしようとするものであります。 

  次に、議案第９号 田村市立幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて御説明申し上げます。 

  本案は、田村市立幼稚園に通う４歳児並びに５歳児の入園料、保育料を平成18年度から

無料とすることに伴う所要の改正をしようとするものであります。 

  次に、議案第10号 田村市常葉児童生活センター条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。 

  本案は、児童福祉対策として議案第５号 田村市幼児預かり保育条例の中に規定したこ

とから、市長の所管に改正しようとするものであります。 

  次に、議案第11号 田村市常葉児童生活センター幼稚園児預かり保育条例を廃止する条

例についてから、議案第14号 田村市船引放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条

例を廃止する条例についてまでは、無料化の実施に伴い、所要の制定及び改正をいたしま

すことから、それぞれ廃止するものであります。 

  次に、議案第15号 田村市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例について御説明申し上げます。 

  本案は、ひとり親家庭医療費の助成につきましては、月 1,000円までを自己負担として

まいりましたが、自己負担分の月 1,000円を市が助成しようとするものであります。 

 次に、議案第16号 田村市表彰条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 

  本案は、功労表彰に係る規定の中で、行政区長の職にあって「15年以上」を現在の行政

区長の任期が２年であることにかんがみ「12年以上」に、また農業委員会委員については

「12年以上」を「10年以上」に改めようとするものであります。 

  次に、議案第17号 田村市職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例につい

て御説明申し上げます。 

  本案は、職員の市内の旅費について、私の、いわゆる個人の私有自動車を使用して出張

する場合について定めようとするものであります。 

  次に、議案第18号 田村市の特別職の市内旅費に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて御説明申し上げます。 

  本案は、特別職の市内の旅費について議案第18号と同じく私有自動車を使用して出張す

る場合について定めようとするものであります。 

  次に、議案第19号 田村市特別会計条例の一部を改正する条例について御説明申し上げ

ます。 

  本案は、現行条例で設置している12の特別会計を整理統合して、八つの特別会計に再編

しようとするものであります。整理統合する特別会計でありますが、田村市都路町観光事

業特別会計につきましては、予算措置されている牧場事業が和牛の肥育、販売を主力にし

たものであり、観光事業としてなじむ性質ではなく、畜産振興事業として取り組むべきも

のでありますことから、一般会計へ統合することとし、削除いたします。 

  次に、田村市宅地造成特別会計及び田村市船引東部地区土地区画整理事業特別会計につ

きましては、それぞれ旧滝根町の宅地造成事業、旧船引町の土地区画整理事業を行ってき

たものであり、いずれも宅地開発を目的としたものでありますことから、両会計を統合

し、田村市宅地造成事業特別会計と改めるものであります。 

  また、田村市総合福祉センター特別会計につきましては、旧船引町が福祉センター及び

周辺施設の管理運営費を予算化していたものでありますが、現在一般会計で行っておりま

す滝根町にある針湯荘、大越町にある寿楽荘、常葉町にある福祉センターと類似の施設で

あることから一般会計へ統合することとし、削除いたします。 

  また、田村市診療所事業特別会計及び田村市歯科診療所事業特別会計につきましては、

設置目的が同一であり、なおかつ会計の統合処理に支障が生じないことから、両会計を田

村市診療所事業特別会計として統合するものであります。 

  次に、議案第20号 田村市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について御説明申し

上げます。 

  本案は、敬老会の案内及び祝金の支給について、平成21年までに75歳にすることとして

おりましたが、年齢を２年に１歳ずつ繰り下げる方向で、平成24年までに緩やかに75歳に

しようとするものであります。また、経過措置として滝根町及び船引町の75歳未満の方々

に支給しております敬老祝金を、大越町、都路町及び常葉町の方にも同じく 3,000円を支 

給するとともに、同級生の方を同じ年に案内できるよう所要の改正をするものであります。 

  次に、議案第21号 田村市重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する

条例について御説明申し上げます。 
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  本案は、医療費を給付する疾患名が改名されたことに伴い改正するものであります。 

  次に、議案第22号 田村市公民館条例の一部を改正する条例についてから、議案第29号

田村市天地人館条例の一部を改正する条例についてまで一括して御説明申し上げます。 

  本案は、田村市公民館条例、田村市体育施設条例、田村市滝根総合福祉センター条例、

田村市船引総合福祉センター条例、田村市高齢者生活福祉センター条例、田村市老人福祉

センター条例、田村市保健センター条例、田村市天地人館条例のそれぞれの使用の制限等

に係る規定について、他の公共施設条例との整合性を図るため、所要の改正をしようとす

るものであります。 

  次に、議案第30号 田村市下水道条例の一部を改正する条例について御説明申し上げま

す。 

  本案は、下水道事業を進めてまいりました常葉町の一部が平成18年度より一部供用開始

となることから、船引町の上水道料金と同様に、簡易水道料金とあわせて下水道使用料金

を徴収するため改正しようとするものであります。 

  次に、議案第59号 東辺地に係る総合整備計画の策定について御説明申し上げます。 

  本案は、船引町移地区の東辺地に係る今後５年間の公共的施設の総合整備を図るため、

新たに策定するものであります。 

  次に、議案第60号 早稲川辺地に係る総合整備計画の策定について御説明申し上げます。 

  本案は、旧大越町の早稲川辺地に係る既存計画の期間終了に伴い、新たに今後５年間の

計画を策定するものであります。 

  次に、議案第61号 古道辺地に係る総合整備計画の策定について御説明申し上げます。 

  本案は、旧都路村が平成16年度から平成20年度までの古道辺地に係る総合整備計画を策

定し、その計画に基づき平成17年度まで事業を実施してまいりましたが、今後実施される

平成18年度以降３年間の計画について田村市として改めて策定するものであります。 

  次に、議案第62号 市道路線の廃止について御説明申し上げます。 

  本案は、ほ場整備により現道が変更された２路線について、道路法第10条第１項の規定

に基づき、その路線を廃止しようとするものであります。廃止しようとする路線は 6,143

号風呂線ほか１路線、延長 1,640.9メートルであります。 

  次に、議案第63号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 

  本案は、県道柳渡戸常葉線改良に伴う１路線、ほ場整備による２路線について、道路法

第８条第１項の規定に基づき路線を認定しようとするものであります。認定しようとする
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路線は、旧県道移管によるものが 4,028号岡ノ内線、ほ場整備によるものが 7,040号二十

内線ほか１路線、合わせて３路線、延長 1,102.3メートルであります。 

  次に、議案第64号 福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の増減について御説明

申し上げます。 

  本案は、平成18年３月20日をもって田島町、舘岩村、伊南村及び南郷村が合併して南会

津町となることから、同年３月19日をもって同組合から脱退させ、同年３月20日から南会

津町を全共同処理事務を行うため、同組合に加入させることにつきましての協議に関し、

異議がない旨、議会の議決を求めるものであります。 

  次に、議案第65号 福島県市町村総合事務組合規約の変更について御説明申し上げます。 

  本案は、平成18年３月31日をもって三島町ほか二町一ケ村衛生処理組合を組合から脱退

させ、組合規約の構成団体の中の「三島町ほか二町一ケ村衛生処理組合」を削り、平成18

年４月１日から適用させることにつきましての協議に関し、異議がない旨、議会の議決を

求めるものであります。 

 以上、本定例会に御提案申し上げました65件の議案の大要について御説明申し上げまし

たが、細部につきましては必要に応じ関係部長等より説明いたさせますので、御了承を賜

りたいと存じます。慎重御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三瓶利野）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

  以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

      午前１１時１２分  散会 

 

 

   

 


